
 

記載例 
◎ 旧様式で届出する際に添付する子の親権に関する届書用紙です。 

・離婚後に親権を定める必要がある未成年（１８歳未満）の子がいる場合に記載して下さい。 

・未成年の子の親権を誰が行うかについて、届出前に夫妻（父母）で協議して決めて下さい。 

(注)父母の共同親権とした場合は、離婚後に家庭裁判所への氏変更の申立てと戸籍の入籍届

をする際に、父母（夫妻）共同の申立て、届出が必要となりますので注意して下さい。 
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協議離婚の場合は必ず

チェックしてください 

署名欄はそれぞれが必ず自署して下さい。 

金子 仁 金子 優希 

金子 光仁、 金子 希亜 

※令和８年４月１日以降に旧様式の離婚届書で離婚届をするときは、

記入したこの用紙を添付してください。 


